
○主な議案の審査内容について（概要）  

（予算常任委員会都市・環境分科会） 

議案第 105 号 令和８年度四日市市水道事業会計予算 

漏水対策管路更新事業 

１．目的 

 安全安心で良質な水道水を将来にわたって安定的に供給し、市民から信頼される水 

道事業を持続するために、近年増加している漏水履歴のある老朽管の更新を進める。 

 

２．内容 

 【拡充】配水管の布設替え 

φ５０  布設替 L=1,660m 

φ７５  布設替 L=  50m 

φ１００布設替 L=1,060m 

 

主な整備箇所：大字羽津、河原田町 他 

 

３．予算額  ３２２，６１５千円 （財源内訳）企 業 債 １５１，６００千円 

（前年度    ２２６，９００千円）      他会計補助金  １９，２４２千円 

自 己 財 源 １５１，７７３千円 

 

４．分科会での主な議論 

Ｑ．前年度より予算額が約9000 万円の増額となっているが、これは物価高騰によるもの

か。 

Ａ．物価高騰もあるが、令和７年度予算で約1.95ｋｍの管路更新を行うのに対して、令和
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８年度は約2.7ｋｍとなっており、更新のスピードを早めるため事業費を増額した。 

Ｑ. 配水用ポリエチレン管は、ダクタイル鋳鉄管と比べ経費を抑えることができるという

理解でよいか。 

Ａ. ダクタイル鋳鉄管とポリエチレン管のコスト差については、口径にもよるが２割から

２割５分程度安くなるという試算をしている。 

Ｑ. 老朽管更新の整備箇所について、どのような基準で優先順位を決めたのか。 

Ａ. ＡＩの劣化診断に加え、長年漏水修繕を担当した職員の知見や、漏水が頻発している

箇所等を勘案して、管路を選択している。 

Ｑ. 財源内訳で企業債が約１億円増えているが、当面は水道料金への影響はないと考えて

よいか。 

Ａ. 令和８年度当初予算編成では影響はないが、令和10 年度以降は資金不足が生じる試算

が出ているため、今後、料金改定の検討を要すると考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（新）水道施設アセットマネジメント計画策定業務委託 

１．目的  

高度経済成長期以降に大量に整備した水道施設の老朽化が進むなか、より効率的・合

理的な施設更新を行っていくため、概ね 30～40 年を見据えた中長期的な施設更新需要

の見通しを示すアセットマネジメント計画を策定する。  

 
２．内容 

水道管・施設のアセットマネジメントの高度化に向けて、ＡＩを活用した管路劣化予

測等を「重要度」に、管種別の経過年数を「老朽度」として組み合わせ、今後の最適な

管路更新計画を策定する。また、施設については電気・機器設備の個別評価により優先

度を判定し、計画的に予防保全型メンテナンスへの転換を加速させる。 

 

３．予算額  

 １２，０００千円          （財源内訳）自己財源 １２，０００千円 

 

 

 



４．ＡＩ技術を活用した劣化予測  

ＡＩ技術の進歩により、管路情報や漏水履歴、環境ビッグデータを組み合わせてＡＩ

に学習させ傾向をつかみ、管路毎に劣化予測することが可能となった。これにより、掘

削することなく、「漏水リスクの高い管路」を可視化することができる。  

 

 



５．予測の結果検証 

この劣化予測について、実際に発生した漏水履歴と照合したところ、全体の約 7 割が、

「漏水リスクが高い」ランク 4・5 の管路で発生していた。 

６．今後の更新事業 

この検証結果を参考に、アセットマネジメント計画では、リスクが高い管路を優先して

更新する対象に位置づける。 

「漏水リスクが高い管路」から重点的に更新することで、漏水事故の未然防止と管路更

新の効率化を図っていく。 



７．分科会での主な議論 

（新）水道施設アセットマネジメント計画策定業務委託 

Ｑ．新規事業として予算計上されたが、これまでの更新計画との一番の違いは何か。また、

令和８年度に開始する理由を確認したい。 

Ａ．これまでの更新計画は10 年スパンでの中期計画であったが、今回は30～40 年を見据え

たアセットマネジメントの考え方を適用し、全体の投資規模を把握するのが一番の目的で

ある。また、令和10 年度で現行の第３期施設整備計画が終了するため、令和８年度から

策定作業に入らないと次の第４期施設整備計画に間に合わない見込みのため、今回の予算

に盛り込んでいる。 

Ｑ．第４期施設整備計画の開始と同時にアセットマネジメント計画による更新を進めてい

くという理解で良いか。 

Ａ．その通りである。中期と長期を両方見渡した上で、市民への水道水を安定して供給で

きる体制を持続的に行えるよう検討を進める。 

Ｑ．ＡＩを活用した管路劣化予測の運用イメージとして、ＡＩが優先順位まで全て決める

のか。 

Ａ．最終的な判断は職員が全てをチェックした上で行い、計画策定に盛り込んでいく方針

である。 

Ｑ．漏水履歴や管路の情報の取り込み方で劣化予測が変わると思うが、上下水道局として

は、現在ＡＩに取り込んでいる情報量で十分と考えているのか。今後の見通しを確認し

たい。 

Ａ．他の自治体でもＡＩの導入が増加しており、データの蓄積が進んでいる。各自治体か

らのデータを取り込むことでＡＩの精度が上がる可能性があるため、定期的に更新をす

る仕組みが必要と認識している。今後もＡＩの技術の動向を十分に精査しながら計画づ

くりに活かしていきたい。 

Ｑ．水道施設アセットマネジメント計画策定業務委託の委託料 1200 万円について、経費

のウェイトが大きいのはどういったところか。 

Ａ．コンサルタントの業種で発注することになるため、主に人件費のウェイトが高いと考

えている。 

（意見）ＡＩを活用したアセットマネジメント計画が進むことで、水道水の安定供給や市

民の安心安全に繋がることを、広報やホームページなどで分かりやすく啓発してほしい。 

Ｑ．管路材質別の漏水の発生件数について、約 90％が硬質ポリ塩化ビニル管であるが、現

在も使用しているのか。 

Ａ．令和元年度に配水用ポリエチレン管を採用して以降、新規で塩ビ管は使用していない。

既存の塩ビ管については、今後、順次更新していく。 

 

水道管の更新管種の使い分けについて 

Ｑ．ダクタイル鋳鉄管の錆による腐食への対策はどうなっているのか。 



Ａ．ダクタイル鋳鉄管自体が電食に強く、布設時にポリエチレンスリーブを巻くため十分

対応できると考えている。 

Ｑ．更新基準年数が 100 年となっているのは、ポリエチレンスリーブで被覆もしているか

らという理解でよいか。 

Ａ．ダクタイル鋳鉄管にはポリエチレンスリーブを巻いている。配水用ポリエチレン管に

ついては、電食が起きない材質のため、そのまま布設している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○主な議案の審査内容について（概要）  

（予算常任委員会都市・環境分科会） 

議案第 98 号 令和８年度四日市市一般会計予算 

≪歳出第８款 土木費 第２項 道路橋梁費≫ 

生活に身近な道路整備事業費（生活に身近な道路整備事業の執行状況について） 

１．事業の概要 

道路に関する土木要望事業において、住民を主体としたまちづくりの推進を目的と

し、地域関係者で構成された『自主選定組織』により地域の要望実施箇所を自ら選定

していただく方式を取り入れた『生活に身近な道路整備事業』の運用を平成１９年度

より行っている。 

この事業では、まず、地域から出された全ての要望箇所について、市がそれぞれに

かかる概算金額を算出したうえで、市内に２４箇所ある地区市民センター管内ごとの

人口や面積などに応じて各地区に予算額を配分した『地区別配分額』の範囲内におい

て、各地区の自主選定組織が要望実施箇所を選定し、それを市が実施するものである。 

 

２．地域からの要望件数及びその概算金額（全体要望額）に対する執行率（過去 3 年分） 

 地域から出された全ての要望件数のうち執行した件数について、また、全ての要望

件数にかかる概算金額合計（全体要望額）のうち執行した金額について、それぞれの

執行率は以下の表の通りとなる。 

 

３．予算額  ８０７，０００千円 （財源内訳）一般財源 ８０７，０００千円 

（前年度    ７９３，０００千円）       

 

４．分科会での主な議論 

Ｑ．地域から出された要望件数に対する執行率が概ね50％程度の理由は何か。 

Ａ．地域からの要望は単位自治会ごとに最大５件まで提出していただける仕組みにしてお

り、この執行率は単位自治会から提出された全ての要望件数に対するものである。な

お、自主選定組織によって選定された要望件数に対する実施率は100％となっている。 

Ｑ．本事業の要望を受けてから執行するまでの制度の流れについて詳しく説明してほし

い。 
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Ａ．まず単位自治会から最大５件の要望が市に提出された後、市が全ての要望に対して概

算金額を算出する。その後、各地区の自主選定組織が、地区市民センター管内ごとの予

算配分額に収まるよう要望箇所を選定し、選定された要望箇所を市が実施する流れであ

る。 

Ｑ．過去に議会において予算の増額修正を行った際は、職員不足が原因で一部予算が執行

できなかったことがあると記憶しているが、技師が増えれば根本的解決になるのか。 

Ａ．近年、都市整備部における土木技師は80 人前後で推移しており、都市整備部の業務が

増加する中で、道路維持課への大幅な増員は望めない状況である。そうした中、いかに

効率的・効果的に事業を行うかが重要である。市からは安価な工法や要望箇所の集約化

を地域に提案しており、実際、要望を集約し効果的な事業を実施している事例を紹介す

るなど、地域と協議しながら取り組んでいる。地域が要望箇所を選定する現行制度は概

ね肯定的な意見も頂いており、地域にも浸透しているものと認識している。限られた予

算で少しでも効果的な事業に取り組めるよう、引き続き地域と協議をしながらこの事業

を進めていきたいと考えている。 

（意見）単位自治会長は、要望が通らず、住民の要望と地区の自主選定組織との間で辛い

思いをしている。通りやすい要望とそうでない要望の違いもあり、１年で交代する自治

会長だと違いが分からず、経験の長い自治会長がいる町の要望が通りやすい傾向もある

ことを承知しておいてほしい。 

（意見）制度発足当時と異なり、今は自治会長が１年、２年で交代するため要望が届けに

くい地区も出ている。制度発足当初からの土木要望事業の形を変えていかないと地域の

要望を包含できないため、議会も協力して検討を進めていくべきと考える。 

（意見）大矢知地区では、自治会長は土木要望を選定せず、自治会長経験者で構成された

メンバー非公開の自主選定組織により、緊急性の高い要望を優先し、地区間の年次要望

箇所の調整を図っており、こうした成功している地区を好事例として啓発した方が良い

と考える。 

（意見）これまでは、自治会を跨ぐような要望は事業が進まないといった不都合を感じる

ことがあったが、地域によって様々な事情があることがわかり納得できた。今後はもっ

と良い方法がないかも考えていってほしい。 

（意見）制度発足から約20 年が経過し地域に浸透しているため、急な変更は難しいと考え

るが、他市町の事例も研究し、よりよい仕組みを検討する必要がある。都市整備部のコ

ーディネート力の強化が重要であり、土木知識を有さない自治会長もいる中、要望を効

率的かつ効果的に進め、時に地区を跨ぐ集約を提案するなど、専門的視点での調整が行

政としての役割である。また、大きな課題へ予算を集中投資する事例は有効だが、そこ

からこぼれ落ちる小さな要望への対応策も検討が必要である。人員が限られる中、行政

職員が地域に深く入り、効果的な提案や調整に注力してほしい。 

Ｑ．地区への配分金額は一律か、人口等で分けられているのか。 

Ａ．地区市民センター管内ごとの予算配分額は、予算の65%を均等割、15%を人口比率、15%

を面積比率、５%を生活道路の延長比率で計算し決定している。 



（意見）地域ごとの人口や面積の差を考慮すると、本当に均等となっているのか疑問であ

る。土木要望に関して様々な方向性で考えていくべきである。 

（意見）不慣れな自治会長へのアドバイスや、長年要望している箇所に目を向けると、地

元のフラストレーションが改善されるのではないか。 

（意見）地域からは現状の土木要望の配分額では通常の道路整備だけとなり、未舗装道路

の舗装にまで整備が回らない状況にあると聞いている。都市整備部として計画的に未舗

装道路の整備を行うことも考えていってほしい。 

Ｑ．行政の目から見て増額すれば整備事業の効率化が可能と判断される地区には、配分す

る予算を一定額増額するといった配分方法の検討も必要ではないか。 

Ａ．令和２年度以降、地域から選定された土木要望の内、市が効果的と判断した事業につ

いて予めお示しさせていただき、その事業を自主選定組織で選定していただいた場合、

各地区市民センター管内で500 万円を配分する取組みを進めている。この取組みは市が

一方的に指定するものではなく、地域に決めて頂くものであるので、今後も整備効果を

丁寧に説明するなど、地域と十分に調整を図り進めていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第 148 号 令和７年度四日市市一般会計補正予算（第 12 号） 

〇第３条 債務負担行為補正 

近鉄四日市駅周辺整備工事費（ＥＣＩ事業区間） 

１．目的  

近鉄四日市駅周辺において、中央通りや駅前広場等を整備し、中心市街地の活性化や

交通機能の向上を図る。  

 
２．内容 

令和４年８月定例月議会で債務負担行為を設定（Ｒ４～Ｒ９）したＥＣＩ事業区間の

工事において、物価及び人件費の高騰や工事内容の変更などにより工事費が増加したこ

とから、設定した限度額を超過する今後の発注工事について債務負担行為を計上する。 

 

３．債務負担行為（追加）  

 限度額 ２，３２０，０００千円 

期 間 令和７年度から令和９年度まで 

 



４．分科会での主な議論 

Ｑ．以前より、あすなろう鉄道利用者は駅東側の円形デッキより、駅西既存連絡通路を利

用した方が早く近鉄本線の駅に行けるという指摘がある。既存連絡通路を残すことがで

きない理由は何か。 

Ａ．駅東側の歩行者デッキは、両鉄道駅とバスターミナルを結ぶバリアフリー化した誰も

が移動しやすい施設として整備を進めてきた。これにより、駅西既存連絡通路が担って

いた役割を駅東側のデッキに移行し、必要性がなくなることから廃止することとなった。

また、駅西側における駅とまちの連携を図るとともに回遊性を高める円弧デッキ整備す

るため、駅西既存連絡通路を撤去する必要がある。 

Ｑ．そもそも円弧デッキにする必要性がわからない。通常の直線の歩道橋では不都合があ

るのか。 

Ａ．直線形状の方が費用面では安価なのは事実だが、中央通りの整備にあたっては、駅周

辺のまちの魅力向上も重要と考えており、機能と併せて都市景観の向上を図るためデザ

イン性の面でも検討を重ねてきた。歩きながら鈴鹿山脈の山並みを展望できる等のデザ

インと機能を両立させるため円弧形状とした。 

Ｑ．円弧デッキが完成した後も、下にある既存の横断歩道は残すのか。 

Ａ．工事中に通行できない期間が生じるが、完成後、横断歩道は残る。また、連絡通路撤

去後には、あすなろう四日市駅の西口を中央通りに直接アクセスできる出入口として新

たに整備する予定である。これにより、既存横断歩道へのアクセスの利便性が向上する

と想定している。 

Ｑ．既存連絡通路よりも時間も距離も長くなる円形デッキを通らなければならない理由を

市民に説明しづらい。バリアフリーによる安全な通行という意図と思うが、早く電車の

乗換えをしたいという利用者の気持ちも理解できる。選択肢として既存通路も残しては

どうか。 

Ａ．両鉄道駅の連絡については現在の連絡通路は最短距離を移動できるが、歩行者デッキ

による両鉄道駅とバスターミナルの結節機能の強化とともに、商店街や中央通りの南側

への街と駅の繋がりも重視した結果である。円形デッキのバリアフリーも兼ねた連絡施

設の役割を考慮し、既存連絡通路を廃止し、新たに駅西側の連絡通路として円弧デッキ

を整備していく方針で事業を進めている。 

Ｑ．円形デッキの活用を優先するために、既存の連絡通路を撤去して利用者が不便に感じ

るのは忍びない。乗り換えが不便になることに対する市民の不満は届いていないのか。 

Ａ．利用者の声は届いており、あすなろう沿線の地域に出向いて事業の経緯や計画内容等

について説明をさせていただいた。 

Ｑ．円弧デッキを整備するために駅西既存連絡通路を撤去することは、あすなろう鉄道利

用者の乗換えの利便性といった市民サービスが低下するため本末転倒ではないか。 

Ａ．駅西既存連絡通路を撤去する理由の一つとして、駅西既存連絡通路が昭和 50 年頃の

架設であり、旧の耐震基準だと予想され耐震の担保が取れていないという課題もある。 



Ｑ．明確な確認が取れていない以上、撤去の大きな理由とはならない。デザイン性も大切

だと思うが、直線デッキでもいいのではないかという市民の意見も考慮し、費用の面や

利便性、機能性の視点からも再検討するべきではないか。 

Ａ．地域を回った結果、ご指摘のような意見があることは承知している。そうした意見を

真摯に受け止めながら、乗継ぎ環境の整備について検討していきたい。あすなろう鉄道

の環境については、まずはトイレ改修といった取組から進めていくことで地域の一定の

理解を得ていると考えている。円形デッキには両鉄道駅の連絡機能などを集約して、利

用者が安心安全に利用できるよう整備し、円弧デッキに関しては、駅西側の利用者も移

動しやすくなるよう整備をすることで、回遊性やまちの魅力向上に繋げていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○主な議案の審査内容について（概要）  

（予算常任委員会都市・環境分科会） 

議案第 98 号 令和８年度四日市市一般会計予算 

≪歳出第４款 衛生費 第１項 保健衛生費≫ 

スマートシティ構築促進補助金 

１．目的 

地球温暖化対策を推進し、エネルギーマネジメントが高度化されたまち「スマート

シティ」を構築するため、「創エネ」「蓄エネ」「省エネ」設備の導入等に対して補助を

実施する。 

 

２．内容 

 （１）【拡充】市内の住宅に創エネ・蓄エネ・省エネ設備等を導入するための補助金を

交付する。 

（２）上記設備等を導入する際、より効果的なエネルギーマネジメントが可能となる下記

組み合わせを導入した場合、補助金を増額する。 

また、令和８年度に交付決定したもののうち、工事完了が令和９年度となるものについて

対応するため、債務負担行為を計上する。 

 

都市・環境常任委員会／都市・環境分科会 



３．予算額  １２１，４６０千円 （財源内訳） 県支出金（1/2）８，０００千円 

（前年度  １２１，７１０千円）       その他特財 ７，０００千円       

（地域新電力会社寄附金） 

一般財源 １０６，４６０千円 

４．債務負担行為 

・スマートシティ構築促進補助金 

限度額 ３４，０００千円    （総事業費 ３４，０００千円） 

期 間  令和８年度から令和９年度まで 



 

５．分科会での主な議論 

Ｑ．シリコン型太陽光パネルは廃棄時の費用負担や資源化技術が確立されておらず公害の

懸念もある。ペロブスカイト型が普及するまで本補助金を止めるべきではないか。 

Ａ．大規模なシリコン型の太陽光発電設備は国がリサイクルの費用負担を制度化済であ

る。ペロブスカイト型は社会実装に向け実験中だが、現時点では価格や発電効率、耐用

年数で劣る。これらの課題が解決できれば対象の拡充も検討するが、現在は普及してい

るシリコン型を支援していく。 

Ｑ．メガソーラー等の事業者が廃棄前に倒産・逃亡する懸念に対し、国が固定価格買取制

度の後半10 年間で売電料金から廃棄費用を天引きし積立てる制度になったが、その積立

金でパネルの処理が可能という見解か。 

Ａ．現在の法律では、固定価格買取制度の後半10 年間で廃棄費用が天引きされ、万一事業

者が廃棄前に事業から撤退した場合は積立金から費用が出されることを確認しており、

現状の国の制度で対応できると考えている。 

（意見）最後は地方自治体が廃棄処分に関する課題を受け持つこととならないよう気をつ

けてほしい。現在のペロブスカイト型は発電効率が向上しており、シリコン型を設置し

た家庭が後悔しないよう過度な宣伝は控えるべきである。 

Ｑ．家庭部門における二酸化炭素排出量の推移について、2021 年時点で排出量が22%減で

あり、2020 年以前と比較すると減少量がほぼ横ばいであるが、現状が限界ではないか。 

Ａ．家庭部門においても2013 年度比で2030 年度に67%削減の目標を掲げており、市民への

啓発や、来年度から国に連動して環境省エネ性能の高いＧＸ志向型の補助を行い普及さ

せることなどにより、更なる削減を目指す。 



墓地整備事業費 

１．目的  

少子高齢化や核家族化が進む現代社会において、身寄りがない、頼れる親族がいない

等の市民の増加が予想される中、安心して自らが希望する最期を迎えるための終活支援

の一環として、民営との役割分担に基づき、合葬墓の設置を行う。  

 
２．内容 

・北大谷霊園内の萬霊塔の隣に合葬墓を設置する。 

・４寸骨袋に入った約 1,000 柱の焼骨を埋蔵できる合葬室を設ける。 

なお、個別安置室(納骨室)は設けない。 

・モニュメント、献花台を設置する。 

・記名板は設けない。 

 

   〇対象者(案) 

次の条件をいずれも満たす市民 

① 高齢福祉課による終活情報登録事業に登録し、かつ本市が整備する合葬墓へ

の埋葬を希望する旨を登録した市民 

② 所得、資産に関する要件を満たす市民 

・月収 18 万円以下であること 

・預貯金が 220 万円以下であること 

・所有する固定資産の評価額が 500 万円以下であること 

 

３．予算額 ５，２００千円 （財源内訳） 一般財源 ５，２００千円 

（前年度 １，０００千円） 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 



 



 

４．分科会での主な議論 

Ｑ．合葬墓を自治体が整備する必要があるのか。また萬霊塔と重複する機能があるのでは

ないか。骨壺に入れて保管するという独特の宗教形態について、どのように整理して考

えているか確認したい。 

Ａ．厚生省（当時）の通知に基づき、墓地の永続性の観点から行政が実施し、宗教色は排

除し設置する。また、骨壺ではなく骨袋に移し替えて納骨し、将来的にはそのまま土に

還す形態を計画している。 

（意見）厚労省が管轄しているのは土葬に対する衛生上の理由からである。墓に参る人が

いなければ、個々に預かる意味が薄く、萬霊塔があるならそちらを活用することでよい

のではないか。 

Ｑ．現在は対象者を絞り規模を縮小したことは理解するが、なぜ当初 3,500 万円の工事費

で大規模な合葬墓を設置しようとしたのか。また、対象者を絞り込む前から規模縮小の



議論があったのか、それともアンケート調査で対象者を絞った末に縮小に至ったのか。 

Ａ．令和３年度に実施した市民意識調査では、従来の区画型の墓地よりも合葬墓を希望す

る回答者が多く、市民需要に対応するための規模として工事費を算出した。また、令和

４年度に民間の墓地経営者に合葬墓設置について意見を聞いたところ、民間においてす

でに合葬墓が多く設置されていることがわかり、反対意見も多かったため、利用対象者

の要件を見直すこととした。 

Ｑ．合葬墓の利用対象者を絞ることで全ての市民を対象とする萬霊塔とは異なり平等性が

担保されず、宗教色が強くなるおそれがあるのではないか。萬霊塔があるのにそれ以上

のものを設置する理由は何か。 

Ａ．萬霊塔は設置当初から、墓地ではないものと位置づけており、個人は特定できないも

のの、北大谷斎場で 火葬した人の焼骨の一片を納めているものである。一方、合葬墓

は個人の尊厳を重んじる観点から、民間のお墓に入れない方を対象として設置しようと

するものであり、その点において萬霊塔とは位置付けが異なるものである。 

Ｑ．萬霊塔と異なり、個人の尊厳を尊重した墓地を作ることは宗教そのものであり、民間

の役割ではないか。行政が特定の個人を墓地に入れるという線引きを行うべきではない

と思うがどうか。 

Ａ．墓地埋葬法により焼骨は墓地区域等に納める必要がある。また、公共が設置すること

から、宗教色を排除した象徴的なデザインとする計画であり、様々な事情を総合的に判

断し、本事業の内容を立案したものである。 

Ｑ．これまで萬霊塔で慰霊してきた経緯があるのに、合葬墓を作ることで全ての市民の遺

骨を包含出来るわけではなく、線引きをすることで、市民にとって不平等となる。行政

が市民の線引きをするのは問題であり、民間がやるべきことと考えるがどうか。 

Ａ．時代の背景も相まって、民間の宗教施設においても、合葬墓等の整備が進んできてい

るということが分かってきた。民間の取り組みにブレーキをかけるつもりはないが、ど

こにも受け入れられない方が出た場合、最後の受け皿を作ることは行政の役割であり、

公平性を欠くとは考えていない。 

Ｑ．合葬墓設置に関する意見で「行政が優先して行うべきでない」、「行政が宗教行為に踏

み込むことへの懸念」という否定的な意見がある。これが払拭されていないのに、行政

が強引に進めるのは良くないのではないか。 

Ａ．決して否定的な意見を無視しているわけではなく、一定数の公営合葬墓を必要とする

意見もあると認識している。民間で受け入れられる場合はそちらを優先してもらい、そ

れでもさまざまな事情で受け入れてもらえない方を行政が支援するということである。 

Ｑ．各種団体へのアンケートで 56 件中賛成が６件しかなく、多数意見とは言えない。反

対意見が多いにもかかわらず、行政が設置ありきで強引に進めようとしているのではな

いか。 

Ａ．家族でお墓を守れなくなり、個人でお墓を選ぶ時代になっている。入りたくても経済

的理由等で入れない人への終活支援の一環として予算を上げている。 



Ｑ．終活支援の中で特定の人だけのお墓を作り、遺骨を納めるのはまさに宗教だ。合葬墓

は誰が守り、どの宗教で賄うのか。 

Ａ．個人の考え方にもよるが、自分の死後も誰かに思いを馳せてもらいたいという感情を

尊重したい。今回の計画では記名板は設けないが、このような感情にも配慮して合葬墓

の仕様について検討したものである。 

Ｑ．誰も参ってくれないお墓を作る意味がなく萬霊塔で十分だ。アンケートで 1 割しか賛

成していない少数意見を押し通そうとする意図がわからない。 

Ａ．アンケートにおいて、市が計画する合葬墓に対する意見は、計画詳細を添付し自由記

述で求めたものであり、全員が回答したものではない。また、今年度も仏教会の総会で

説明したほか、同会の役員とも適宜情報交換を行っている。 

Ｑ．直近の関係者への意見聴取結果だけで少数意見を押し切ろうとしているのではないか。 

Ａ．市民への需要調査や宗教関係者への意見聴取など段階を踏んできた上での直近の結果

であり、少数だからといって反対意見を押し切って進めるわけではない。 

Ｑ．アンケートで賛成でない方や法人に対し、丁寧に理解を求める努力を継続する必要が

あると考えるがどうか。 

Ａ．今後も仏教会などを通じて公営合葬墓の意義について丁寧に説明をしてまいりたい 

（意見）多死社会でおひとり様が増える中で、合葬墓は宗教のためではなく生きている市

民の自己実現や尊厳を守る尊い事業だ。終活支援の受け皿として必要性を感じる。個人

的には公営合葬墓は墓地の市営住宅版という考え方であり、当初計画の規模であったほ

うが公平性が担保されたと思うが、議会や宗教関係者の意見を聞きながら工夫を重ねて

きたことには一定の理解と感謝をする。 

Ｑ．議会に寄せられた市民意見では、利用対象者の要件が厳しすぎるとの声や大規模化の

提案があった。まずは限定的な要件でスタートしつつ、今後、利用状況や需要に合わせ

て都度見直しをしていく考え方でよいか。 

Ａ．収入等の要件は、民間との棲み分けの観点から、他市の終活支援事業において設定さ

れている要件の平均的金額を参考に提示した。この条件で募集状況が伸びなければ、そ

の都度協議し見直しを検討することになる。 

（意見）時代や需要に合わせ、市民の安心や自己実現のためのハードとして考えていただ

きたい。 

Ｑ．ハードの整備だけが本事業の目的ではなく、行政としての役割を考えるべきではない

か。 

Ａ．ハードを作ることが目的ではなく、今後も他市の状況等を見ながら研究し、検討して

いきたい。 

（意見）終活支援事業の登録者とすることで、亡くなった後に繋がりができる事例もある

ため、引き続き進めていただきたい。 

（意見）合葬墓の考え方は変わってきており、宗教の考え方も大事だが、自らの死後どこ

に埋葬されるかが重要である。自らの骨が合葬墓に納められることは、人間の生きた証



となるのではないか。 

Ｑ．対象を限定するにしても、墓は個人の資産である。市が特定の人だけに合葬墓を与え

るのは公平性の面で問題はないのか、また、合葬墓は公のもので個人には負担がないが

法的解釈を確認したい。 

Ａ．市営霊園は、使用者に対して永代使用権を与える形での使用を許可しているものであ

り、個人に所有権を与えているものではない。また、今回の合葬墓は生前に使用料を納

めていただく運用を検討している。 

（討論）公営の合葬墓設置について宗教関係者の賛成が少なく反対意見があるのを無視し

ており、行政が宗教に手を出すべきではないとの観点から、当該事業に反対する。 

（討論）自身の死後のことを不安に思っている市民が多くいることから、本事業の必要性

に鑑み、当該事業に賛成する。 

（動議）先ほどの質疑における、環境部からの答弁について、終活支援部分については所

管外の答弁を求める発言があったと思うがどうか。 

（委員長）先ほどの答弁については、終活支援部分を問うものではなく、環境部のマイン

ドの確立という意味で答弁を求めた認識である。 

（意見）終活支援は別のステージの議論である。 
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２．分科会での主な議論 

Ｑ．令和６年度の引き渡し量に対して受け入れ量が多い理由を確認したい。 

Ａ．令和６年３月に一企業から賞味期限が迫った防災備蓄品について大量の寄付を受け、受

け入れ量が増加し、その引き渡しを令和７年度４月に行った。 

Ｑ．本事業を広げていくための、現在の啓発や広報についてどのように検討しているか。 

Ａ．事業３年目を迎え個人寄付は増えつつあるが、広報不足の認識はある。ＳＮＳや市ホー

ムページでの周知のほか、商工会議所を通じた企業向け周知も粘り強く継続していく。 

Ｑ．本事業は食品ロス削減が目的だが、衛生上問題がある食品が持ち込まれる状況について、

廃棄状況を確認したい。 

Ａ．令和７年度の廃棄量は現在のところない。令和５年度および令和６年度は、引き取った

米に虫が湧いたものや袋が破れていたものがあり、一部廃棄を行った。 

Ｑ．健康被害等が出た場合の責任の所在はどのように整理されているか。 

Ａ．健康被害時の対応は難しい問題であり、環境省等の指針を確認しながら対応を整理・検

討していきたいと考えている。 

Ｑ．市役所庁内での職員対象のフードドライブはどのようなきっかけで開始したか。 

Ａ．令和５年度の食品ロス削減マッチング事業開始に合わせ、職員への周知も含めて庁内の

掲示板に掲載して実施した。 

（意見）庁内フードドライブは良い取り組みなので、議員からも提供できるよう周知してほ

しい。 



Ｑ．フードドライブで収集した食品のマッチングは、市が直接行っているのか。 

Ａ．食品ロス削減マッチング事業と合わせて社会福祉協議会にお引き渡ししている。 
 
資源物回収活動奨励費 

１．制度の概要 

市民等（市内在住の者に限る。）が自主的に実施する再生資源の集団回収を通じて

地域社会づくりに資する活動にかかる経費の一部を助成することについて、必要な

事項を定め、もってごみの減量及び資源の有効利用の促進を図るとともに地域社会

づくりに資することを目的とする。 

 

２．資源集団回収内訳 

  助成対象：紙類、布類  1 ㎏あたり 5 円を助成 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



３．エコステーション促進事業内訳 

  助成対象：紙類、布類、ビン、アルミ缶、スチール缶  １kg あたり５円を助成 

４．分科会での主な議論 
Ｑ．資源物集団回収活動に参加する団体や子供会が減少しているが、市の周知方法を確認し

たい。 

Ａ．自治会に対しては、自治会活動マニュアル等を通じて周知しているほか、市のホームペ

ージでも制度の周知を行っている。 

（意見）自治会長が毎年変わるためマニュアルが十分見られていない危惧がある。活動の啓

発が持ち去り防止にも繋がるため、自治会への周知を強化してほしい。 

Ｑ．資料中のその他の団体とは何を指すか。 

Ａ．その他の団体は、マンションの管理組合などを指している。 

Ｑ．マンション管理組合でもこの活動を実施できるということで間違いないか。 

Ａ．マンション管理組合でも実施可能なため、生活環境課にご相談いただきたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


